
助成率及び上限額

商品設定期間

令和３年７月１０日 から 令和４年３月６日 までに催行する旅行商品

概 要

徳島県東部圏域内（徳島市・鳴門市・小松島市・吉野川市・阿波市・勝浦町・上勝町・佐那河内村・石井町
・神山町・松茂町・北島町・藍住町・板野町・上板町、以下「域内」という。）の事業者が提供する
「体験型観光コンテンツ」を盛り込んだ、徳島県在住の方を対象とした募集型及び受注型企画旅行商品における、
体験型観光コンテンツに係る費用に対し、助成金を交付する。

とくしま再発見!「マイクロ・ツーリズム」推進事業助成金（概要）

(1) 域内の事業者が提供する体験型観光コンテンツを盛り込んだ、徳島県在住の方を対象とした旅行商品であること
(2) 原則として、新規に造成し、募集を開始する旅行商品であること
(3) 機構のロゴマークを表示するなど、機構の助成事業であることがわかること
(4) 旅行者に対するアンケートを実施すること
(5) コンベンション（大会・会議・セミナー・シンポジウム・スポーツ）、教育旅行、合宿等を組み込んだ旅行商品は対象外
(6) 募集型企画旅行商品については、募集に際しパンフレットを作成するか、ホームページに掲載すること
(7) 旅行商品の催行にあたり、新型コロナウイルス感染症対策が取られていること

助成要件

１/２（上限３００，０００円）旅行商品内の
体験型観光コンテンツに係る費用の

その他

その他、詳細は「令和３年度とくしま再発見!『マイクロ・ツーリズム』推進事業助成金交付要綱」を確認すること


